
こちらは「対象者Ａ」の申請書です。※対象者Bに該当する方はご注意ください。

●誓約事項

上記誓約事項に同意の上、申請します。

①申請内容に虚偽の内容はありません
②クーポン券受領後に対象者でないことが判明した場合、全額返金します。
③申請内容について市町村等へ照会が必要になる場合、情報提供について同意します。
④本事業に限り、個人情報の利用に同意します。

対象世帯の種別を
証明する書類

※必ず裏面をご確認ください。

必要な書類は
2種類です

対象者Aの申請書
※キリトリ線から
　切り取ってお送りください

+

●世帯情報及び課税等状況 ※該当する種別にチェックを入れ、世帯全員の情報を入力ください。

※証明書類（裏面確認）の提出が必要です。添付がない場合はクーポンを発行できません。
※必要に応じて、申請内容について市町村に照会する場合があります。

□Ａ 非課税世帯　　□Ｂ 生活保護世帯　　□C 児童扶養手当受給世帯該当する世帯にチェックを入れてください

年齢
（R6.9.1日現在）
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令和6年度の
市町村民税の課税状況

Ⓐ非課税世帯の方のみ記入 Ⓒ児童扶養手当受給世帯
　の方のみ記入

主たる生計者1名に
〇を記載ください

受給者に
〇を記載ください

対象児と同一世帯の方の氏名

●こどもの情報や送付先等を記入ください
フリガナ

氏　名

生年月日

2020年2020年 2022年2022年

2021年2021年

2024年2024年

2023年2023年

月　　　日 生

〒　　　-

沖縄県

電話番号 メールアドレス ※電話を取られない場合の対応のためメールアドレスも記載ください。

@-　　　　　　-

対象児
（こども）

住　所
（クーポン等送付先）

内容確認等
問い合わせ先

子育て用品（ミルク・オムツ・尿取りパッド）引換クーポン券を配布します!

①クーポンの申請を行う時点で、対象児が県内市町村に住民票を
有していること
②令和2年9月2日から令和6年9月1日生まれの乳幼児
③「②」の乳幼児と同居する家族（生計同一）が以下のＡ～Ｃいずれか
に該当すること（A 非課税世帯、B  生活保護世帯、Ｃ 児童扶養手
当を受給している世帯）
※非課税世帯とは、同居（生計同一）する15歳以上の世帯全員が令和
6年度市町村民税が非課税である場合を指します。
※生活保護世帯の方は収入申告が必要です。

乳幼児を育てる世帯

5,000円分の
ミルク・オムツ引換券

がもらえる

(500円分の引換券×10枚) (500円分の引換券×44枚)
22,000円分の

オムツ・尿取りパッド
がもらえる

申請方法申請方法

対象者A対象者A 対象者B対象者B

クーポン券の配布及び利用期間等クーポン券の配布及び利用期間等

※2種類の申請方法が選べます。

子育て世帯

※当日消印有効
まで
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申請締切

金

沖縄県

対象要件：下記の①～③を全て満たすこと

①クーポンの申請を行う時点で、対象児が県内市町村に住民票を
有していること
②令和6年9月1日時点有効の小児慢性特定疾病医療助成制度の
受給者証を有していること

対象要件：下記の①・②を全て満たすこと

難病児を育てる世帯

沖縄県では、ミルクやオムツ等の物価が高騰する中でも、安心して子育てできるよう以下の対象のご家庭に物価高騰相当の支援を行います。

電子申請の場合
（電子クーポン）

右の二次元コードをスマートフォンで読み取り申請してください。
※電子申請には対象世帯の種別の証明書類の画像添付が必要になります。

紙申請の場合
（紙クーポン）

本チラシの右側の申請書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒に申請書類を入れてポストへ投函ください。
申請内容を事務局で確認後、申請書に記入された住所へ紙クーポン券をゆうパックで送付します。
（保存期間が過ぎると、お受け取りできなくなりますのでご注意を！）

申請時に必要な提出書類申請時に必要な提出書類

対象者A対象者A 対象者B対象者B

※電子申請の場合は、申請時に以下のデータを添付していただきます。

非課税世帯、生活保護世帯、児童扶養手当の受給世帯のいずれかに
該当している事を証明する書類(裏面)をご提出ください。

申請書以外の
提出書類は必要ありません。

申請にあたっての注意点申請にあたっての注意点
①対象のお子様一人につきお１つの申請（重複申請不可）となるため、
　申請種別については、対象者Ａ（乳幼児）と対象者Ｂ（難病児）のいずれも対象となる方は、どちらか一方を選択してください。
　申請方法については、電子申請か紙申請のいずれかを選択ください。
　万が一重複があった場合は、先に申請された方を優先して受付します。

②個人情報の取扱については、本事業に係る本人確認・クーポン券の発券・発送以外には利用いたしません。
　取得した情報は事業終了後速やかに処分いたします。詳細は専用サイトよりご確認ください。

［ 配 布 期 間 ］

［利用できる店舗］

電子クーポン券：申請受付後、概ね2週間ほどで配布されます。
紙クーポン券：申請受付後、概ね3週間ほどで配布されます。
※申請書に不備があった場合は、完備後２～３週間後に配布されます。
※12/1以降に申請される場合、申請受付状況や年末の郵送状況によっては、
　年内での配布が困難になる可能性がございます。早めの申請をお待ちしております。

専用サイトから確認できます。
紙クーポン券を希望される場合は、クーポン券郵送時に店舗一覧の冊子を同封します。
※店舗は随時更新されますので、必要な方は専用サイトにてご確認ください。

「対象者A」および「対象者B」の
いずれにも該当する場合は、金額や引換商品を確認の上、
いずれか一方のみ申請ください。
※両方の申請は不可 ※それぞれ申請書が異なります。

申請は
お早めに !

利用店舗の確認や
クーポン利用方法は
専用サイトを
ご確認ください

［ 利 用 期 間 ］令和6年11月～令和7年1月31日（金）

電子申請は
こちらから➡
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該当する対象世帯の種別によって提出する書類が異なります。
電子申請の場合も、画像の添付が必要です。

対象世帯の種別を証明する書類対象世帯の種別を証明する書類

郵送前チェックリスト郵送前チェックリスト

注意事項および誓約事項を確認しているか。

入力または記入事項すべてに回答しているか。

Ⅰ申請書の記載事項について チェック欄

紙申請の場合
クーポン送付先住所は正しいか。
※誤りがある場合、クーポンをお届けすることが出来なくなります。

正しい生年月日であるか。
※対象生年月日は2020年9月2日～2024年9月1日生まれのお子様です。

対象世帯であるか。
※生活保護世帯、非課税世帯、児童扶養手当受給世帯以外は対象外です。

その他の家族のお名前は、生計を同じくする家族の方全員のお名前があるか。

対象世帯の種別と提出する証明書類の内容が一致しているか。

郵送で申請される場合、「コピー」であるか。

③

①

②

④

⑤

Ⅱ証明書類について チェック欄

最新の情報が記載されているか。

Ⓐ非課税世帯の場合
申請書に記載の世帯員のうち生計の主となる1名の証明書類であるか。

Ⓐ非課税世帯の場合
④は市町村民税の「所得割」「均等割」が0円であるか。
※0円でない場合、Ⓐ非課税世帯での申請はできません。

詳しくは専用サイトを御覧ください

対象世帯の種別 提出書類 入手方法

Ⓑ生活保護世帯

Ⓐ非課税世帯

Ⓒ児童扶養手当を
　受給している世帯

世帯の生計の主となる方１名のみについて、
下記のいずれか一つ提出ください。
①令和6年度市町村民税非課税証明書のコピー
②令和6年度住民税決定通知書のコピー
※世帯全員の記載がない場合は
　裏面の申請書に記載の世帯員のうち
　生計の主となる1名のみご提出ください。
※「所得証明書」「納税証明書」「給与明細」「源泉徴収票」では
　申請できません。

生活保護受給証明書のコピー

児童扶養手当証書のコピー

①はお住いの各市町村窓口で発行できます。
（発行手数料がかかります。）
②は毎年6月に各市町村より発行されております。
お手元にない場合は、各市町村へお問い合わせください。

管轄の福祉事務所にお問い合わせください。

既に交付されており、お手元にない場合は、
各市町村へお問い合わせください。

提出書類に不備がある場合、クーポン券を送付することが出来なくなります。

郵送まえに、右のチェックシートを使ってチェックをお願いします。 沖縄子育て生活支援受付事務局  TEL.0120-025-125
営業時間 9：30～18：00 土日祝日も営業（年末年始は休み）

お問合せ

電子申請はこちらから
⬇

※こちらは「対象者Ａ」の申請書です。(裏面)

2つの書類を返信用封筒にいれて
郵送してください

➡

必要な書類は2種類です

紙申請の場合は、裏面の申請書へ記入のうえ切りはなし
証明書類と併せて返信用封筒で郵送してください。

対象世帯の種別を
証明する書類

対象者Aの申請書
※キリトリ線から
　切り取ってお送りください

+
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